
子育て世代包括支援センターの機能

〈担当者〉

⑨支援プランの作成

⑩支援プランに基づく支援
・電話
・家庭訪問　等
⑪必要時、ケース会議
⑫関係機関との連絡調整

地域担当保健師
（必要時　包括担当者）

地域担当保健師

妊娠期から子育て期の切れ目のない支援の流れ（１８歳未満）

〈主な業務の流れ〉

妊
娠
期

　　　　　　　①母子健康手帳の発行
　　　　　　　②妊婦アンケート
　　　　　　　⑥相談
　　　　　　　⑦情報提供

包括支援担当

　　　　　③妊産婦の支援台帳の作成
　　　　　⑧アセスメント

包括支援担当者
(必要時　地域担当保健師）

・アセスメント会議：月２回
・専門職　２名以上

包括担当者

①経過の確認（電話等）

包括支援担当

出
産

①出生届出時の面接

子
育
て
期

乳
幼
児
期

乳児訪問

　　　　　　　母子保健事業
　　　　　　　　　・各種健康診査
　　　　　　　　　・乳幼児相談
　　　　　　　　　・電話相談
　　　　　　　　　・家庭訪問

子
育
て
期
　
就
学
後
か
ら
18
歳
未
満

支援不要 要支援

④関係機関の情報収集

⑤相談等の記録・データ分析等

⑬関係機関等とのネットワーク会議の開催

⑥保護者からの相談に対応

⑦情報提供

適切な相談機関の紹介

⑬関係機関等との連携

こども宝課等との連携

・保育コンシェルジュ

・家庭児童相談室

・要保護児童対策地域協議会


